
「知床半島ヒグマ保護管理方針」の策定スケジュールについて 

 
１．知床半島ヒグマ保護管理方針の運用 

 知床半島ヒグマ保護管理方針は平成 24 年度から運用するものとし、基本的には５年間を

計画期間として、方針に基づいたヒグマ対策が実施されることとなる。 
 
２．策定までのスケジュールについて 

 知床半島ヒグマ保護管理方針は、今年度中に策定することとなるため、以下のスケジュ

ールで進めるものとする。 
 

適正利用・エコツーリズム検討会議への意見照会 

第１回ヒグマ保護管理方針検討会議 

６月 

８月 

９月 

10 月 

11 月 

12 月 

１月 

２月 

住民説明会の実施

第２回ヒグマ保護管理方針検討会議 

※知床半島ヒグマ保護管理方針を決定する。 

※住民説明会の方法について、意見を頂く。 

※斜里町、羅臼町、標津町で実施予定。 
斜里町、羅臼町においては、２回ずつ実施。 
標津町においては、１回実施する。 

住民説明会の結果を踏まえた保護管理方針の修正 

※必要に応じて修正を加える。 
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